
「墓地使用許可申請書」 「墓地使用許可証」

③ 納　骨 1.納骨の日時をお知らせください。

　【必要書類】
・納骨される方の「埋火葬許可証」
・墓地使用者の「墓地使用許可証」

―　納骨の手続き（一般墓地）　―

　清水丘聖地霊園　第二霊園 一般墓地に納骨する際には「墓地使用許可証」、「埋火葬許可証」が
　必要となります。

使用者 さしま斎場　窓口

　「埋蔵場所工事承認票」発行

　施行完成図等の確認をして承認票を
使用者に発行します。

① 墓地の使用許可 申請の確認後、受理し使用許可証を発行します。

② 墓石建立の申請
（必要書類をさしま斎場窓口へ）

「埋蔵場所工事施工届」申請
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